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平成16年 6月 8日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1578号

告
　
示

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
（
四
八
四
・
大
曲
保
健
所
）
…
…
…
…
…
１

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
四
八
五
・
大
曲
保
健
所
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
の
高
度
公
益
機
能
森
林
及
び
被
害
拡
大
防
止
森
林
の
区
域
の
変
更
（
四
八
六
・
森
林

整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
保
安
林
の
指
定
の
予
定
（
四
八
七
・
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
証
紙
売
り
さ
ば
き
の
廃
止
の
届
出
（
四
八
八
・
会
計
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
新
た
な
土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
認
可
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
２

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
政
治
団
体
の
設
立
の
届
出
（
六
七
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
政
治
団
体
の
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
（
六
八
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
（
六
九
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
（
七
〇
・
七
一
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

秋
田
県
告
示
第
四
百
八
十
四
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
医
療
機
関
か
ら
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第

百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

平
成
十
六
年
六
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
秋
田
県
の
高
度
公
益
機
能
森
林
及
び
被
害
拡
大
防
止
森
林
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
関
係
書
類
は
次
の
箇
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
、
山
本
地
域
振
興
局
、
秋
田
地
域
振
興
局
、
由
利
地
域
振
興
局
、
仙
北

地
域
振
興
局
、
平
鹿
地
域
振
興
局
及
び
雄
勝
地
域
振
興
局
、
秋
田
市
役
所
、
能
代
市
役
所
、
横
手
市

役
所
、
本
荘
市
役
所
、
男
鹿
市
役
所
、
湯
沢
市
役
所
及
び
大
曲
市
役
所
並
び
に
山
本
郡
琴
丘
町
役
場
、

八
森
町
役
場
、
山
本
町
役
場
、
八
竜
町
役
場
及
び
峰
浜
村
役
場
、
南
秋
田
郡
昭
和
町
役
場
、
天
王
町

役
場
、
若
美
町
役
場
及
び
大
潟
村
役
場
、
河
辺
郡
雄
和
町
役
場
、
由
利
郡
仁
賀
保
町
役
場
、
金
浦
町

役
場
、
象
潟
町
役
場
、
岩
城
町
役
場
、
由
利
町
役
場
、
西
目
町
役
場
及
び
大
内
町
役
場
、
仙
北
郡
西

仙
北
町
役
場
、
角
館
町
役
場
、
中
仙
町
役
場
、
田
沢
湖
町
役
場
、
協
和
町
役
場
、
南
外
村
役
場
、
西

木
村
役
場
及
び
千
畑
町
役
場
、
平
鹿
郡
増
田
町
役
場
、
雄
物
川
町
役
場
、
大
森
町
役
場
及
び
山
内
村

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

名
　
　
　
称

六
郷
さ
い
た
薬
局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

仙
北
郡
六
郷
町
六
郷
字
馬
町
六
十
番

地

辞

退

年

月

日

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

名
　
　
　
称

六
郷
さ
い
た
薬
局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

仙
北
郡
六
郷
町
六
郷
字
馬
町
六
十
番

地

指

定

年

月

日

平
成
十
六
年
六
月
一
日



平成16年 6月 8日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1578号

秋
田
県
告
示
第
四
百
八
十
八
号

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
五
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、

証
紙
の
売
り
さ
ば
き
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
規
則
第
五
十
九
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

売
り
さ
ば
き
を
廃
止
し
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

鳥
海
町
伏
見
字
川
添
七
十
番
地
一
　
佐
　
藤
　
リ
　
ツ

役
場
並
び
に
雄
勝
郡
稲
川
町
役
場
、
雄
勝
町
役
場
、
羽
後
町
役
場
、
東
成
瀬
村
役
場
及
び
皆
瀬
村
役

場秋
田
県
告
示
第
四
百
八
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
雄

和
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
新
た
な
土
地
改
良
事
業
（
向
野
地
区
農
地
等
高
度
利
用
促
進
事

業
（
農
地
維
持
保
全
型
）
）
の
施
行
に
つ
い
て
、
平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

次
の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

郡
　
　
市

男
鹿
市

大
　
　
字

船
川
港
双
六

字
館
　
山

地
　
　
番

五
三
の
七

台

帳

（
平
方
メ
ー

ト
ル
）

一
七
、
九
七

二

見

込

み

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

〇
・
八
七
四
八

保
安
林
指
定

見

込

面

積

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

〇
・
八
七
四
八

立
木
の
伐
採

の
限
度
並
び

に
植
栽
の
方

法
、
期
間
及

び
樹
種

（
附
属
明
細

書

の

と

お

り
）

間
伐
そ
の
他

特
別
の
場
合

の
伐
採
に
係

る
も
の

（
附
属
明
細

書

の

と

お

り
）

標
準
伐
期
齢

主
伐
と
し
て

伐
採
を
す
る

こ
と
が
で
き

る
立
木
は
、

当
該
立
木
の

所
在
す
る
市

町
村
に
係
る

市
町
村
森
林

整
備
計
画
で

定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上

の
も
の
と
す

る
。

伐

採

種

別

（
附
属
明
細

書

の

と

お

り
）

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊

の
防
備

森
　
　
林
　
　
の
　
　
所
　
　
在
　
　
場
　
　
所

全
　
　
　
　
面
　
　
　
　
積

指
　
　
定
　
　
施
　
　
業
　
　
要
　
　
件

立

木

の

伐

採

の

方

法

（
「
附
属
明
細
書
」
は
、
省
略
し
、
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
並
び
に
男
鹿
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公
　
　
　
　
　
　
告



平成16年 6月 8日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1578号

秋
選
管
告
示
第
六
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
六

年
五
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
次
の
と
お
り
届
出
事
項
に
異
動

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
由
利

郡
仁
賀
保
町
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

が
あ
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
八
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

秋
選
管
告
示
第
六
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
六
年
五
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
八
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

３

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

横
山
た
だ
な
が
後
援
会

松
田
よ
し
ひ
ろ
後
援
会

国
際
勝
共
連
合
秋
田
県
本
部

山
田
み
の
る
後
援
会

会
計
責
任
者
氏
名

佐
々
木
　
光
　
夫

佐
　
藤
　
寿
　
男

荒
　
木
　
晴
　
彦

須
　
田
　
誠
　
二

代

表

者

氏

名

加
　
藤
　
雄
　
悦

佐
　
藤
　
吉
　
一

荒
　
木
　
晴
　
彦

佐
　
藤
　
清
　
治

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

由
利
郡
象
潟
町
大
砂
川
字
菅
七
番
地

由
利
郡
矢
島
町
川
辺
字
川
原
三
十
一
番
地
三

秋
田
市
飯
島
字
田
尻
堰
越
四
百
五
十
四
番
地

由
利
郡
象
潟
町
字
妙
見
下
三
十
九
番
地

届

出

年

月

日

平
成
十
六
年
五
月
六
日

平
成
十
六
年
五
月
七
日

平
成
十
六
年
五
月
十
日

平
成
十
六
年
五
月
二
十
七
日

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
秋
田
県
第
一

選
挙
区
支
部

秋
田
市
将
軍
野
南
五
丁
目
十
一
番
七
号

秋
田
市
山
王
四
丁
目
五
番
二
十
七
号

異

動

事

項

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

届

出

年

月

日

平
成
十
六
年
五
月
十
三
日

一
　
政
党



平成16年 6月 8日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1578号

秋
選
管
告
示
第
六
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
六
年
五
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
八
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

そ
の
他
の
政
治
団
体

秋
選
管
告
示
第
七
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

政
治
団
体
か
ら
収
支
に
関
す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
八
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

４

政
治
団
体
の
名
称

大
沢
清
治
後
援
会

新
田
厚
後
援
会

二
田
孝
治
後
援
会
連
合
会

伊
藤
秋
雄
後
援
会

山
田
み
の
る
後
援
会

阿
　
部
　
己
代
治

由
利
郡
象
潟
町
五
丁
目
七
十
六
番
地
十
三

秋
田
市
将
軍
野
南
五
丁
目
十
一
番
七
号

伊
　
藤
　
　
　
一

羽
　
山
　
　
　
博

野
　
呂
　
俊
　
一

由
利
郡
象
潟
町
字
鳥
ノ
海
一
番
地
五
十
三

秋
田
市
山
王
四
丁
目
五
番
二
十
七
号

伊
　
藤
　
芳
　
夫

佐
　
藤
　
清
　
治

異

動

事

項

代

表

者

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

会

計

責

任

者

代

表

者

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

届

出

年

月

日

平
成
十
六
年
五
月
六
日

〃

平
成
十
六
年
五
月
十
三
日

平
成
十
六
年
五
月
十
四
日

平
成
十
六
年
五
月
二
十
五
日

二
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

届

出

年

月

日

平
成
十
六
年
五
月
六
日

平
成
十
六
年
五
月
七
日

平
成
十
六
年
五
月
十
日

平
成
十
六
年
五
月
二
十
日

政
治
団
体
の
名
称

藤
島
け
ん
い
ち
後
援
会

21
世
紀
を
考
え
る
会

税
理
士
に
よ
る
村
岡
兼
造

後
援
会

国
際
勝
共
連
合
秋
田
県
本

部牛
島
大
住
南
部
地
区
三
浦

芳
博
後
援
会

解

散

年

月

日

平
成
十
六
年
四
月
三
十
日

〃
　
　
　
　

平
成
十
六
年
四
月
十
日

平
成
十
六
年
五
月
二
十
日

〃〃

平
成
十
六
年
五
月
二
十
七
日

秋
芳
会

三
浦
芳
博
後
援
会

山
田
み
の
る
後
援
会

〃〃

平
成
十
六
年
五
月
二
十
三
日

Ⅰ
　
種
類
　
政
治
資
金
規
正
法
第
1
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書

Ⅱ
　
報
告
書
の
要
旨

１
　
収
入
及
び
支
出
の
あ
る
団
体
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秋
選
管
告
示
第
七
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

政
治
団
体
か
ら
収
支
に
関
す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
八
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯
　

５

そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称
　
藤
島
け
ん
い
ち
後
援
会
2
1
世
紀
を
考
え
る
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
6
年
５
月
６
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7
9
,3
7
7
円

前
年
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7
9
,3
7
7
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
円

政
治
団
体
の
名
称
　
税
理
士
に
よ
る
村
岡
兼
造
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
6
年
５
月
７
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0
4
,4
5
1
円

前
年
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0
4
,4
5
0
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
8
,7
5
0
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
8
,7
5
0
円

組
織
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
8
,7
5
0
円

合
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
8
,7
5
0
円

政
治
団
体
の
名
称
　
国
際
勝
共
連
合
秋
田
県
本
部

報
告
年
月
日
　
平
成
1
6
年
５
月
1
0
日

ア
　
収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
0
0
,2
1
7
円

前
年
繰
越
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0
6
,2
1
7
円

本
年
の
収
入
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
9
4
,0
0
0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
0
0
,2
1
7
円

イ
　
収
入
・
支
出
の
内
訳

支
出
の
内
訳

個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2
0
,3
7
5
円

1
2
人

寄
附個
人
か
ら
の
寄
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
2
9
,2
3
5
円

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入
　
　
　
　
　
　
　
　

3
8
,1
9
0
円

そ
の
他
の
収
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
,2
0
0
円

合
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
9
4
,0
0
0
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

個
人
か
ら
の
寄
附

そ
の
他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
2
9
,2
3
5
円

小
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
2
9
,2
3
5
円

支
出
の
内
訳

経
常
経
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
5
,3
8
4
円

事
務
所
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

6
5
,3
8
4
円

政
治
活
動
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
3
4
,8
3
3
円

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
6
,3
1
6
円

機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0
9
,2
9
6
円

宣
伝
事
業
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

7
,0
2
0
円

寄
附
・
交
付
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
1
8
,5
1
7
円

合
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
0
0
,2
1
7
円

２
　
収
入
及
び
支
出
の
な
い
団
体

そ
の
他
の
政
治
団
体

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
ア
）

（
イ
）

（
イ
）

政
治
団
体
の
名
称

牛
島
大
住
南
部
地
区
三
浦
芳
博
後
援
会

秋
芳
会

三
浦
芳
博
後
援
会

山
田
み
の
る
後
援
会

報
　
告
　
年
　
月
　
日

平
成
1
6
年
５
月
2
0
日

〃〃

平
成
1
6
年
５
月
2
7
日
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平
成
十
五
年
五
月
十
六
日
（
第
千
四
百
七
十
号
）
掲
載
の
秋
田
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号
（
道
路

区
域
の
変
更
）

（
原
稿
誤
り
）

６

１
　
種
類
　
平
成
1
6
年
５
月
3
1
日
ま
で
提
出
さ
れ
た
政
治
資
金
規
正
法
第
1
2
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
る
報
告
書

２
　
報
告
書
の
要
旨

そ
の
他
の
政
治
団
体

平
成
1
4
年
分

政
治
団
体
の
名
称
　
牛
島
大
住
南
部
地
区
三
浦
芳
博
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
6
年
５
月
2
0
日

収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

政
治
団
体
の
名
称
　
秋
芳
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
6
年
５
月
2
0
日

収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

政
治
団
体
の
名
称
　
三
浦
芳
博
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
6
年
５
月
2
0
日

収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

政
治
団
体
の
名
称
　
山
田
み
の
る
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
6
年
５
月
2
7
日

収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

平
成
1
3
年
分

政
治
団
体
の
名
称
　
山
田
み
の
る
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
6
年
５
月
2
7
日

収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

平
成
1
2
年
分

政
治
団
体
の
名
称
　
山
田
み
の
る
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
6
年
５
月
2
7
日

収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

平
成
1
1
年
分

政
治
団
体
の
名
称
　
山
田
み
の
る
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
6
年
５
月
2
7
日

収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

平
成
1
0
年
分

政
治
団
体
の
名
称
　
山
田
み
の
る
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
6
年
５
月
2
7
日

収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

平
成
９
年
分

政
治
団
体
の
名
称
　
山
田
み
の
る
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
6
年
５
月
2
7
日

収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

平
成
８
年
分

政
治
団
体
の
名
称
　
山
田
み
の
る
後
援
会

報
告
年
月
日
　
平
成
1
6
年
５
月
2
7
日

収
入
・
支
出
の
総
額

収
入
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

支
出
総
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
円

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
イ
）

ペ
ー
ジ
　
　
段
　
　
　
行
　
　
　
　
　
　
　
誤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　

正
　
　
　
　
　
　
誤
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四
　
　
　
　
　
　
　
後
ろ
か
　
「

「

ら
十
七

」

「

「

」

」

」

後
ろ
か
　
「

「

ら
十
一

」

「

「

」

」

」

７

六
・
五
〇
〜
九
・
五
〇
　
　
は
、
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